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トピックス 

 小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者がビジネスプランに基づいた経

営を推進していくため、商工会と一体となって経営計画を作成し、販路開拓や生

産性向上に取り組む費用等を支援するものです。申請を希望される方は早めにご

連絡ください。                     (担当：佐藤課長) 

 

 補 助 率：２/３  補助上限額：５０万円 

 募集期間  ：平成３１年４月上旬～５月中旬（予定）   

●持続化補助金がまもなく公募開始     P1 

●キャッシュレス・消費者還元事業の 

 対象店舗の登録が４月から開始      P1 

●キャッシュレス対応セミナー案内     P1 

●事業資金の相談は、お気軽に       P1 

●「働き方改革」が適用されました           P2 

 キャッシュレス・消費者還元事業とは、決済事業者が中小・小規模事業者の決済手数料の補助に加えて、キャッシュ

レス決済端末等の導入に係る費用を補助するものです。                    (担当：佐藤課長) 

 端末機導入費用   国：２/３負担 決済事業者：１/３負担 

 今年１０月から消費税が１０％に増税されることに伴い、政府では、キャッ

シュレス支払によるポイント還元をおこなう計画です。消費者の増税負担減を

図るべく準備を進めております。 

 このような状況を踏まえ、事業者側として、どのような対応をしておくべき

なのかを学ぶセミナーですので、是非ご参加いただき経営にお役立てくださ

い。                         (担当：佐藤課長) 

 日時：平成３１年４月２４日（水） 

    １４：００～１６：００ 

 場所：山形銀行小国支店 ２階会議室 

 小規模事業者が利用できる特別優遇融資制度(マル経融資)があります。設備資金、運転資金、設備と運転併用など事業

所の経営に必要な使い方で利用できる制度です。金利も低利で無担保無保証です。 

 その他にも国、県等の事業融資制度も多くありますので、資金が必要なときは、商工会にお気軽にご相談ください。 

(担当：佐藤課長) 

ご利用いただける方 商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方で、商工

融資限度額 2,000 万円 

金利 1.21 ％ 

ご融資期間 
設備

資金 
10 年以内(2年以内) 

（うち据置期間） 
運転

資金 
7 年以内(1年以内) 
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 2019年4月1日より「働き方改革」関連法が改正され適用されました。 

 4月1日からは、中小零細事業所も全て関わる「年次有給休暇」を毎年５日確実に取得させなければなりません。さ

らに、中小企業等でも2020年4月1日から「時間外労働」の上限が規制され、月45時間、年360時間を上限とされまし

た。例外的に時間延長等をおこなう場合は、事業主と労働者との協定が必要となります。詳しくは、労働基準監督

署、山形県労働局等のホームページをご覧ください。個別案件についても直接ご相談いただけます。また、商工会で

も働き方改革や労働に関わるご相談も受けておりますので、お気軽にご相談ください。     (担当：遠藤主事) 

 労働保険の年度更新の時期となりました。商工会の労働保険事務組合にご加入している事業所は、労働保険料算定

基礎賃金等報告書または、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表を作成の上、4月22日(月)まで商工会事務局

にご提出ください。 

 また、記入に関しての個別相談会を下記日程でおこないますので、ご利用ください。ただ、個別相談となりますの

で、他の相談者がいる場合は、若干お待ちいだだくことがありますので、ご了承ください。   (担当：遠藤主事) 

～～個別相談会～～ 

   日 程 ： ４月１６日(火)、１７日(水) 

   会 場 ： 小国町商工会会議室(アスモ３階) 
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 2019年3月分(4月納付分)からの協会けんぽ山形支部の保険料率が変更となります。また、介護保険料率の変更となります

ので、ご理解をお願いいたします。                               (担当：遠藤主事) 

※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。 

※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。 

 商工会青年部は平成30年度に県から助成金を受け、小国町の冬のイベントをＰＲするという事業に取り組み、小国町

内の冬のイベントを網羅したポスター・チラシの作成・配布、町報、新聞、ＳＮＳ等での情報発信を年間通して行いま

した。 

この事業で青年部が実施主体となった、スノーモービルのイベント「おぐにスノートレック」も開催しました。当日は

約50名の参加をいただき、スノーモービルや雪遊びを楽しみながら冬の賑わいづくりに貢献しました。 

 先日の3月26日には、山形市の山形国際ホテルで行われた「提案公募型事業成果報告会」があり、この1年の活動報告

を行ってきたところであり、来年度も、提案公募型事業に取り組み、今年度の反省を活かしながら小国町の冬をさらに

盛りあげていく予定です。                                （担当：石塚主事） 

雪上バナナボート風景 

 アスモ1階ブックカフェでは、特設コーナーを設けて、様々な展示を行

なっています。平成30年度は、小国縫製㈱の製品（東京巣鴨の特殊ニーズ

で知られている赤パンツシリーズ）と、㈲豊嶋石英硝子のオリジナルキー

ホルダーや石英ガラス製品を展示させていただきました。 

 今後企業のＰＲを含めて、展示を行いたい方は「㈱小国いきいき街づく

り公社」（☎0238-61-0055）までご連絡ください。  (担当：石塚主事) 

集合写真 

 平成31年3月18日（月）、福利厚生支援の一環として介護・医療セミナーを開催

しました。当日は、商工会の提携先の一つであるジブラルタ生命㈱が講師とし、

老後の介護・医療にどのくらい資金が必要かという点や、今のうちから少しずつ

準備していくポイントを学びました。 

 このセミナー後を通して、相続、現在加入している保険等、質問が多くださ

れ、普段はなかなか聞くこと、相談しにくいことを学べる機会となりました。 

商工会では、来年度もセミナーの開催を検討していますので、ご関心のある方は

お気軽にご相談ください。                (担当：石塚主事) 



Page 4 商工情報あらかると 平成３０年度  

山形県西置賜郡小国町大字小国町１６３番地  白い森ショッピングセンターアスモ３階 

電 話 0238(62)4146  IP電話 050(3801)4237 

Ｆａｘ 0238(62)4156 

ＵＲＬ:http://oguni-shokokai.jp/ 

Email : ogui@shokokai-yamagata.or.jp 

商工会は、経営に関する様々な相談に応じておりますので、

お気軽にご相談ください。 

 商工会では、会員の経営と福祉に資する各種共済を取

り扱っております。 

 掛金が安く特典も多い共済です。気になるものがござ

いましたら、是非、お気軽にお問い合わせください。 

                  （担当：伊藤） 

小国町商工会 

経営セーフティ共済は、売掛金や手形等の保全対策が

できます。 

小規模企業共済は、事業主等の退職金制度です。掛金が

全額所得控除でき、受給の際には、退職金控除が受けら

れます。将来の準備と節税対策ができます。 


